一斉休憩の除外に関する協定
（株）○○○○・ホテルグループ  代表取締役 ○○○○と、（株）○○○○・ホテルグループ
の　　　　　　　　　ホテルにおける労働者代表　　　　　　　　　　は、休憩時間の「一斉休憩の除外」に関して、次のとおり協定する。
（適用範囲）
第１条　本協定は、フロント業務社員と○○○○業務社員に適用する。
（休憩の交替制）
第２条　一斉休憩の適用が除外される部門については、支配人の決定により早番、遅番の二組とし、それぞれシフト表の交替で次の時間を休憩時間とする。
　　　　　早番休憩　午前11時30分から午後12時30分まで
　　　　　遅番休憩　午後12時30分から午後13時30分まで
（有効期間）
第３条　本協定は、平成００年１月１日から平成００年１２月３１日までの１年間とし、期間満了の１ヵ月前までに当事者いずれからも異議がない場合、更に１年間延長するものとし、以降同様に更新する。
平成００年　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　（株）○○○○・ホテルグループ
　　　　　　　　　　　　　　　　ホテル労働者代表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
　　　　　　　　　　 　　　　　　（株）○○○○・ホテルグループ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　○　○　○　○　　㊞
